
令和２年度

訪問介護

集団指導資料

令和３年３月

岡山県保健福祉部保健福祉課指導監査室



令和２年度集団指導(訪問介護）資料Ⅰ

介護報酬改定関係 目次

・令和3年4月の報酬改定に伴う「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」の留意事

項（訪問介護）……………………………………………………………………………… 1

・令和３年度介護報酬改定における改定事項について………………………………… ４

・介護報酬の算定構造 …………………………………………………………………… 18

・「令和３年９月３０日までの上乗せ分」の計算方法について……………………… 19

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（抄）…………………… 21

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療

養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の

算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（抄）………………… 27

・厚生労働大臣が定める基準（抄）……………………………………………………… 43

・介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定め

る条例新旧対照表（抄）………………………………………………………………… 48

※本資料は現時点でのものとなります。

施設基準・算定要件等の詳細については、関連する告示・通知等

の最新情報で御確認ください。

○厚生労働省 令和３年度介護報酬改定について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html

○介護保険事務処理システム変更に係る参考資料（その６）（令和3年3月19日事務連絡）

介護報酬の算定構造、サービスコード等

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=7820&ct=020050010

※上記の法令･通知等は、次の文献、ホームページ等で確認できます。

☆岡山県保健福祉部保健福祉課 指導監査室ホームページ（運営：岡山県）

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/340/



令和3年4月の報酬改定に伴う「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」

の留意事項（訪問介護）

○ 本県が所管する介護保険施設・事業所について、令和３年４月１日から算定を開始する加算

等に係る「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」等の提出期限を、特例的に令和３年

４月１５日（木）とする取扱いとします。

○ 届出に添付する書類は、体制を変更する加算等についてのみ必要です。

○ 特定事業所加算（Ⅴ）を、算定する場合には、届出が必要です。

ただし、特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅳ）の人材要件が含まれる加算との併算定はでき

ません。

○ 認知症専門ケア加算については、新たに創設された加算であることから、算定する全ての事

業所が届出を行ってください。

なお、届出の際には認知症専門ケア加算に関する確認書（参考様式13）及び人員要件であ

る認知症ケアに関する専門研修を修了した者の修了証の写しを添付してください。

○ 加算等の算定内容に変更がなく、「LIFEへの登録」が「なし」の場合、届出の必要はありま

せん。届出がない場合、「LIFEへの登録」は「なし」として処理します。

（１）訪問介護

提出書類 書類提出前の自主確認事項

介護給付費算定に係 ・法人等の所在地・名称、代表者の職・氏名の記入があるか。

る体制等に関する届 ・『届出者』欄は、開設法人の名称・所在地、代表者の職・氏名・住所等を

出書 登記事項証明書のとおり記載しているか。

・『事業所』欄は、届出する事業所の名称、所在地、管理者の氏名・住所等

を「指定許可（更新）申請書」付表１のとおり記載しているか。

・フリガナ、郵便番号、電話・FAX番号等に記入漏れがないか。

・「実施事業」欄は、「訪問介護」に○を付しているか。

※「実施事業」欄は、実施する項目にのみ○を付しているか。

・「指定（許可）年月日」の記入があるか。

・「異動等の区分」欄は、該当項目に○を付しているか。

・「異動（予定）年月日」欄は、各月１５日までに提出する場合は 翌月１

日と、各月１６日以降に提出する場合は翌々月１日と記入されているか。

・「介護保険事業所番号」は正しく記入されているか。

・変更の場合、「異動項目」欄及び「特記事項」の「変更後」欄に 変更内

容を具体的に記入しているか。

※例えば、「○○○体制を追加。」等と記入。

介護給付費算定に ・「記入担当者氏名」の記入があるか。

係る体制等状況一覧 ・「事業所番号」は正しく記入されているか。

表(別紙1-1) ・「事業所名」欄に誤って法人名等が記入されていないか。

・「記入担当者電話番号」、「異動区分」、「事業所電話番号」の各欄に記

入漏れがないか。

適用開始年月日 ・「体制等に関する届出書」の「異動(予定)年月日」欄と同じ日付が記入さ

れているか。

※各月１５日までに提出する場合は翌月１日と、各月１６日以降に提出す

る場合は翌々月１日と記入。
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施設等の区分 ・「1.身体介護」に○を付しているか。

・「2.生活援助」に○を付しているか。

・「3.通院等乗降介助」に○を付す場合は、次の書類を添付して

いるか。

→道路運送法第４条又は第４３条の事業許可（一般又は特定）、第７８条

第３号に基づく許可、第７９条に基づく登録の写し車検証の写し及び車両

の写真を添付。

※実際に利用者に対して通院等乗降介助を行うことが可能な体制にあるこ

とを「運営規程」、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」、「訪問

介護員等の資格証の写し」及び「２種免許証の写し」と照合し確認。

提出書類 書類提出前の自主確認事項

定期巡回・随時対応 ・「定期巡回・随時対応サービスに関する状況に係る届出書（別紙15）」

サービスに関する状 及び添付書類を提出すること。

況 ・｢1.定期巡回の指定を受けていない｣場合、身体介護20分未満のうち頻回

の訪問（前回提供した訪問介護から概ね2時間以上の間隔をあけないもの

）の算定は不可。

・身体介護20分未満の頻回の訪問については、利用対象者の要件を満たし

ているか確認。

・｢3.定期巡回の整備計画がある｣場合、身体介護20分未満の頻回の訪問は

、要介護３～５の利用者に限る。

特定事業所加算 ・特定事業所加算に係る届出書（別紙１０）

（Ⅰ）・（Ⅱ） ・特定事業所加算(訪問介護)に係る確認表（別紙１０付表（1）（2））

（Ⅲ）・（Ⅳ） ・届出項目により、「2.加算Ⅰ｣､｢3.加算Ⅱ」又は ｢4.加算Ⅲ」、｢5.加算

Ⅳ」のいずれかに○を付しているか。

※届出項目が、加算Ⅰ又は加算Ⅱ（人材要件②）の場合には、全てのサ

ービス提供責任者の実務経験証明書(県参考様式)を添付しているか。

※届出する加算の要件を全て満たしているか。

特定事業所加算 ・特定事業所加算（Ⅴ）に係る届出書（別紙１０－２）

（Ⅴ） ・特定事業所加算（訪問介護）に係る確認表（別紙１０付表（１）（３））

・特定事業所加算（Ⅴ）に○を付しているか。

・特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅲ）、（Ⅳ）を算定している事業所については

、併算定不可。

中山間地域等におけ ・中山間地域等における小規模事業所加算に関する届出書（別紙２）

る小規模事業所加算 ・中山間地域等に事業所が所在する場合は､（地域に関する状況）の「2.該

当」に○を付しているか。

・中山間地域等に事業所が所在し､かつ、小規模事業所に該当する場合は、

（規模に関する状況）の「2.該当」に○を付しているか。

※訪問介護は、1月当たりの延訪問回数が２００回以下であること。
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認知症専門ケア加算 ・「１ なし」、「２ 加算Ⅰ」、「３ 加算Ⅱ」のいずれかに○を付してい

るか。

・認知症専門ケア加算に関する確認書（参考様式１３）

・認知症ケアに関する専門研修を修了した者の修了証の写し

新たに｢割引｣を行う ・指定居宅サービス事業所等による介護給付費の割引に係る 割引率の設定

場合又は既に届け出 について（別紙５）

ている｢割引｣の率、 ・割引について具体的に記載された運営規程

適用条件を変更する

場合

介護職員処遇改善加 ・「1 なし」､「6 加算Ⅰ」､「5 加算Ⅱ」､「2 加算Ⅲ」､「3 加算Ⅳ」､

算 「4 加算Ⅴ」のいずれかに○印

※「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」とは別に、介護職員処遇

改善加算届出書や変更届出書が必要（提出期限に注意！）

※各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月末日まで

に、実績報告が必要

介護職員等特定処遇 ・「1 なし」、「2 加算Ⅰ」、「3 加算Ⅱ」のいずれかに○印

改善加算 ※「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」とは別に、介護職員等特

定処遇改善計画書等の提出が必要（提出期限に注意！）

※各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月末日まで

に、実績報告が必要
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の
一

部
を
次
の

表
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
一

条

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
七

十
三

号

介
護
保
険
法
（
平
成
九

年
法
律
第
百
二

十
三

号）

算
定
に
関
す
る
基
準
等
の
一

部
を
改
正

す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

厚
生
労
働
大
臣

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

に
要
す
る
費
用
の

額
の

算
定
に
関
す
る
基
準
等
の
一

部
を
改
正

す
る
告
示

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

に
要
す
る
費
用
の

額
の

算
定
に
関
す
る
基
準
の
一

部
改
正
）

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

に
要
す
る
費
用
の

額
の

算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二

年
厚
生
省
告
示
第
十
九

号）

令
和
三

年
三
月
十
五
日

田
村

憲
久

の

規
定
に
基
づ

き
、

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

に
要
す
る
費
用
の

額
の
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の

よ

う
に

改
正

す
る
。

第
二

十
八

条

厚
生

労
働
大
臣
が

定
め
る
基
準
（
平
成
二

十
七

年
厚
生

労
働
省
告
示

第
九

十
五

号
）

（
厚
生

労
働
大
臣
が

定
め
る
基
準
の
一

部
改
正
）

の
一

部
を

次
の

表
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一
・
ニ

（
略）

三

訪
問
介
護
費
に
お
け
る
特
定
事
業
所
加
算
の
基
準

イ
S
二

（
略）

吋

特
定
事
業
所
加
算
閏

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ

と

イ
の
山
か
ら
④
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と

|
 |

 

叫

指
定
訪
間
介
護
事
業
所
の
訪
問
介
護
員
等
の
総
数
の
う
ち、
勤
続
年

数
七
年
以
上
の
者
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
三
十
以
上
で
あ
る
こ
と。

三
の
二

訪
問
介
護
費、
訪
問
人
浴
介
護
費、
短
期
入
所
生
活
介
護
費、
短
期

|-
入
所
療
養
介
護
費
（
認
知
症
病
棟
を
有
す
る
病
院
に
お
け
る
短
期
入
所
療
養

介
護
費
を
除
く。
）
、
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費、
定
期
巡
回
・
随
時

対
応
型
訪
問
介
護
看
護
費、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
費、
認
知
症
対
応
型
共

同
生
活
介
護
費、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費、
地
域
密
着

型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
費、
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス、

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス、
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
（
認
知
症
病
棟
を
有

す
る
病
院
に
お
け
る
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
除
く。
）
、
介
護
医
療
院

サ
ー
ビ
ス、
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
費、
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

費、
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
（
認
知
症
病
棟
を
有
す
る
病
院
に
お

け
る
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
除
く。
）
、
介
護
予
防
特
定
施
設

入
居
者
生
活
介
護
費
及
び
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
に
お

け
る
認
知
症
専
門
ケ
ア
加
算
の
基
準

|
 
イ

認
知
症
専
門
ケ
ア
加
算
（

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す

る
こ
と。

ば

事
業
所
又
は
施
設
に
お
け
る
利
用
者、
入
所
者
又
は
入
院
患
者
の
総

数
の
う
ち、
日
常
生
活
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
の
あ
る
症
状
若
し
く
は

行
動
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
の
者
（
以

改

正

後

（
新
設）

一
・
ニ

（
略）

三

訪
問
介
護
費
に
お
け
る
特
定
事
業
所
加
算
の
基
準

イ
S
二

（
略）

（
新
設）

改

正

前

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分）

 
44



と
い
う。
）

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
対
象
者」

の
一

以
上
で
あ
る
こ
と。

凶

認
知
症
介
護
に
係
る
専
門
的
な
研
修
を
修
了
し
て
い
る
者
を、

対
象

者
の
数
が
二
十
人
未
満
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一

以
上、

当
該
対
象

者
の
数
が
二
十
人
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
一

に
当
該
対
象
者
の

数
が
十
九
を
超
え
て
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一

を
加
え
て
得

た
数
以
上
配
置
し、

チ
ー
ム
と
し
て
専
門
的
な
認
知
症
ケ
ア
を
実
施
し

て
い
る
こ
と。

叫

当
該
事
業
所
又
は
施
設
の
従
業
者
に
対
す
る
認
知
症
ケ
ア
に
関
す
る

留
意
事
項
の
伝
達
又
は
技
術
的
指
導
に
係
る
会
議
を
定
期
的
に
開
催
し

て
い
る
こ
と。

ol

認
知
症
専
門
ケ
ア
加
算
巾

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す

る
こ
と。

川

イ
の
基
準
の
い
ず
れ
に
も
逝
合
す
る
こ
と。

閾

認
知
症
介
護
の
指
導
に
係
る
専
門
的
な
研
修
を
修
了
し
て
い
る
者
を

一

名
以
上
配
置
し、

事
業
所
又
は
施
設
全
体
の
認
知
症
ケ
ア
の
指
導
等

を
実
施
し
て
い
る
こ
と。

岡

当
該
事
業
所
又
は
施
設
に
お
け
る
介
護
職
員、

看
護
職
員
ご
と
の
認

知
症
ケ
ア
に
関
す
る
研
修
計
画
を
作
成
し、

当
該
計
画
に
従
い
、

研
修

を
実
施
又
は
実
施
を
予
定
し
て
い
る
こ
と。

四

訪
問
介
護
費
に
お
け
る
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
基
準

イ

介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
川

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合

す
る
こ
と。

田

（
略）

②

指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
お
い
て、

田
の
賃
金
改
善
に
関
す
る
計
画

、

当
該
計
画
に
係
る
実
施
期
間
及
び
実
施
方
法
そ
の
他
の
介
護
職
員
の

処
遇
改
善
の
計
画
等
を
記
載
し
た
介
護
職
員
処
遇
改
善
計
画
書
を
作
成

し、

全
て
の
介
護
職
員
に
周
知
し、

都
道
府
県
知
事
（
地
方
自
治
法
（

昭
和
二
十―
一
年
法
律
第
六
十
七
号）

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一

項

の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市」

と
い
う。
）

及
び
同
法
第
二
百
五

十
二
条
の
二
十
二
第
一

項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市」

と
い
う。
）

の
占
め
る
割
合
が
二
分

四

訪
問
介
護
費
に
お
け
る
介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
の
基
準

イ

介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
川

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合

す
る
こ
と。

川

（
略）

②

指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
お
い
て、

山
の
賃
金
改
善
に
関
す
る
計
画

、

当
該
計
画
に
係
る
実
施
期
間
及
び
実
施
方
法
そ
の
他
の
介
護
職
員
の

処
遇
改
善
の
計
画
等
を
記
載
し
た
介
護
職
員
処
遇
改
善
計
画
書
を
作
成

し、

全
て
の
介
護
職
員
に
周
知
し、

都
道
府
県
知
事
（
地
方
自
治
法
（

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号）

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一

項

の
指
定
都
市
（
以
下
「
指
定
都
市」

と
い
う。
）

及
び
同
法
第
二
百
五

十
二
条
の
二
十
二
第
一

項
の
中
核
市
（
以
下
「
中
核
市」

と
い
う。
）
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四
の
二

訪
問
介
護
費
に
お
け
る
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
の
基
準

イ

介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
い

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に

も
適
合
す
る
こ
と。

田

介
護
職
員
そ
の
他
の
職
員
の
賃
金
改
善
に
つ
い
て、

次
に
掲
げ
る
基

準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し、

か
つ
、

賃
金
改
善
に
要
す
る
費
用
の
見
込

額
が
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
の
算
定
見
込
額
を
上
回
る
賃
金

改
善
に
関
す
る
計
画
を
策
定
し、

当
該
計
画
に
基
づ
き
適
切
な
措
置
を

講
じ
て
い
る
こ
と。

H

（
略）

口

指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
お
け
る
経
験
•

技
能
の
あ
る
介
護
職
員

（
削
る）

（
削
る）

に
あ
っ
て
は、

指
定
都
市
又
は
中
核
市
の
市
長。

第
三
十
五
号
及
び
ml

六
十
六
号
を
除
き、

以
下
同
じ
。
）

に
届
け
出
て
い
る
こ
と。

⑱
s
m

（
略）

⑧

図
の
届
出
に
係
る
計
画
の
期
間
中
に
実
施
す
る
介
護
職
員
の
処
遇
改

善
の
内
容
（
賃
金
改
善
に
関
す
る
も
の
を
除
く。
）

及
び
当
該
介
護
職

員
の
処
遇
改
善
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
を
全
て
の
職
員
に
周
知
し
て

い
る
こ
と。

ロ

（
略）

ハ

介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
圏

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合

す
る
こ
と。

田

イ
田
か
ら
⑥
ま
で
及
び
⑧
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と。

図

（
略）

（
削
る）

に
あ
っ
て
は、

指
定
都
市
又
は
中
核
市
の
市
長。

第
三
十
五
号
及
び
�

六
十
五
号
を
除
き、

以
下
同
じ
。
）

に
届
け
出
て
い
る
こ
と。

⑱
s
m

（
略）

⑧

平
成
二
十
七
年
四
月
か
ら
図
の
届
出
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で

に
実
施
し
た
介
護
職
員
の
処
遇
改
善
の
内
容
（
賃
金
改
善
に
関
す
る
も

の
を
除
く。
）

及
び
当
該
介
護
職
員
の
処
遇
改
善
に
要
し
た
費
用
を
全

て
の
職
員
に
周
知
し
て
い
る
こ
と。

ロ

（
略）

ハ

介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
圏

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合

す
る
こ
と。

田

イ
田
か
ら
⑥
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と。

②

（
略）

|③

平
成
二
十
年
十
月
か
ら
イ
図
の
届
出
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で

に
実
施
し
た
介
護
職
員
の
処
遇
改
善
の
内
容
（
賃
金
改
善
に
関
す
る
も

の
を
除
く。
）

及
び
当
該
介
護
職
員
の
処
遇
改
善
に
要
し
た
費
用
を
全

て
の
職
員
に
周
知
し
て
い
る
こ
と。

T

介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
側

イ
田
か
ら
⑥
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
の
い

ず
れ
に
も
適
合
し、

か
つ
ハ

②
又
は
③
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適

合
す
る
こ
と。

吋

介
護
職
員
処
遇
改
善
加
算
閏

イ
田
か
ら
⑥
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
の
い

ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と。

四
の
二

訪
問
介
護
費
に
お
け
る
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
の
基
準

イ

介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
印

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に

も
適
合
す
る
こ
と。

①

介
護
職
員
そ
の
他
の
職
員
の
賃
金
改
善
に
つ
い
て、

次
に
掲
げ
る
基

準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し、

か
つ
、

賃
金
改
善
に
要
す
る
費
用
の
見
込

額
が
介
護
職
員
等
特
定
処
遇
改
善
加
算
の
算
定
見
込
額
を
上
回
る
賃
金

改
善
に
関
す
る
計
画
を
策
定
し、

当
該
計
画
に
基
づ
き
適
切
な
措
置
を

講
じ
て
い
る
こ
と。

H

（
略）

口

指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
お
け
る
経
験
•

技
能
の
あ
る
介
護
職
員
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の
賃
金
改
善
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
の
平
均
が、
介
護
職
員
（
経

験
•
技
能
の
あ
る
介
護
職
員
を
除
く。
）
の
賃
金
改
善
に
要
す
る
費

用
の
見
込
額
の
平
均
を
上
回
っ
て
い
る
こ
と。

曰
•
四

（
略）

②
S
④

（
略）

⑤

訪
問
介
護
費
に
お
け
る
特
定
事
業
所
加
算
（
又
は
①
の
い
ず
れ
か
を

届
け
出
て
い
る
こ
と。

⑥

（
略）

m

図
の
届
出
に
係
る
計
画
の
期
間
中
に
実
施
す
る
職
員
の
処
遇
改
善
の

内
容
（
賃
金
改
善
に
関
す
る
も
の
を
除
く。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ。
）
及
び
当
該
職
員
の
処
遇
改
善
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
を
全
て

の
職
員
に
周
知
し
て
い
る
こ
と。

⑧

（
略）

ロ

（
略）

五

訪
問
入
浴
介
護
費
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
の
基
準

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
（

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も

|
 適

合
す
る
こ
と。

指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
四
十

五
条
第一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
を
い
う。
以
下

同
じ。
）
の
全
て
の
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
（
同
項
に
規
定
す
る
訪
問

入
浴
介
護
従
業
者
を
い
う。
以
下
同
じ。
）
に
対
し、
訪
問
入
浴
介
護

従
業
者
ご
と
に
研
修
計
画
を
作
成
し、
当
該
計
画
に
従
い、
研
修
（
外

部
に
お
け
る
研
修
を
含
む。
）
を
実
施
又
は
実
施
を
予
定
し
て
い
る
こ

_
 

と
叫

利
用
者
に
関
す
る
情
報
若
し
く
は
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
当
た
っ
て
の
留

意
事
項
の
伝
達
又
は
当
該
指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
に
お
け
る
訪
問

入
浴
介
護
従
業
者
の
技
術
指
導
を
目
的
と
し
た
会
議
を
定
期
的
に
開
催

す
る
こ
と。

岡

当
該
指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
の
全
て
の
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者

に
対
し、
健
康
診
断
等
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と。

次
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と。

は

の
賃
金
改
善
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
の
平
均
が、
介
護
職
員
（
経

験
•
技
能
の
あ
る
介
護
職
員
を
除
く。
）
の
賃
金
改
善
に
要
す
る
費

用
の
見
込
額
の
平
均
の
二
倍
以
上
で
あ
る
こ
と。

口•
四

（
略）

②
S
④

（
略）

⑤

訪
問
介
護
費
に
お
け
る
特
定
事
業
所
加
算
（
又
は
巾
の
い
ず
れ
か
を

算
定
し
て
い
る
こ
と。

⑥

（
略）

⑦

平
成
二
十
年
十
月
か
ら
②
の
届
出
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
に

実
施
し
た
職
員
の
処
遇
改
善
の
内
容
（
賃
金
改
善
に
関
す
る
も
の
を
除

く。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ。
）
及
び
当
該
職
員
の
処
遇
改
善
に

要
し
た
費
用
を
全
て
の
職
員
に
周
知
し
て
い
る
こ
と。

⑧

（
略）

ロ

（
略）

五

訪
問
入
浴
介
護
費
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
の
基
準

（
新
設）
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介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
等
を
定
め
る
条
例
新
旧
対
照
表

新

旧

目
次

目
次

第
一
章
～
第
十
三
章
略

第
一
章
～
第
十
三
章
略

第
十
四
章

雑
則
（
第
二
百
七
十
七
条
）

附
則

附
則

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
一
般
原
則
）

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
一
般
原
則
）

第
三
条

１
・
２
略

第
三
条

１
・
２
略

３

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
利
用
者
の
人
権
の
擁
護
、
虐
待
の
防
止
等
の
た

め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
従
業
者
に
対
し
、
研
修
を
実
施

す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
に
当
た
っ
て

は
、
法
第
百
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
等
関
連
情
報
そ
の
他
必
要

な
情
報
を
活
用
し
、
適
切
か
つ
有
効
に
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

（
内
容
及
び
手
続
の
説
明
及
び
同
意
）

第
九
条

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
介
護
の
提
供
の
開
始
に
際
し
、
あ
ら

第
九
条

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
介
護
の
提
供
の
開
始
に
際
し
、
あ
ら

か
じ
め
、
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
第
三
十
条
の
運
営
規
程
の
概
要
、

か
じ
め
、
利
用
申
込
者
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
第
三
十
条
の
運
営
規
程
の
概
要
、

訪
問
介
護
員
等
の
勤
務
の
体
制
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す

訪
問
介
護
員
等
の
勤
務
の
体
制
そ
の
他
の
利
用
申
込
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す

る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
を
記
し
た
文
書
を
交
付
し
て
説
明
を
行
い
、
当
該
提
供

る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
を
記
し
た
文
書
を
交
付
し
て
説
明
を
行
い
、
当
該
提
供

の
開
始
に
つ
い
て
利
用
申
込
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
開
始
に
つ
い
て
利
用
申
込
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
同
意
は
、
で
き
る
限
り
書
面
に
よ
り
得
る
も
の
と
す
る
。

２
～
６
略

２
～
６
略

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
三
十
条

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ

第
三
十
条

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
ご
と
に
、
次
に
掲
げ

る
事
業
の
運
営
に
係
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
運
営

る
事
業
の
運
営
に
係
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
運
営

規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
六
略

一
～
六
略

七

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項
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八

略

七

略

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
三
十
二
条

１
～
３
略

第
三
十
二
条

１
～
３
略

４

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
適
切
な
指
定
訪
問
介
護
の
提
供
を
確
保
す
る
観
点
か

４

前
項
の
研
修
に
は
、
利
用
者
の
尊
厳
を
守
り
、
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
が
共
に
健

ら
、
職
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
性
的
な
言
動
又
は
優
越
的
な
関
係
を
背
景
と
し
た
言

や
か
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
利
用
者
の
人
権
の
擁
護
及
び
虐
待
の
防

動
で
あ
っ
て
業
務
上
必
要
か
つ
相
当
な
範
囲
を
超
え
た
も
の
に
よ
り
訪
問
介
護
員
等

止
に
関
す
る
事
項
を
そ
の
内
容
に
含
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
方
針
の
明
確
化
等
の
必
要
な
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
）

第
三
十
二
条
の
二

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
感
染
症
や
非
常
災
害
の
発
生
時
に
お

い
て
、
利
用
者
に
対
す
る
指
定
訪
問
介
護
の
提
供
を
継
続
的
に
実
施
す
る
と
と
も
に

、
非
常
時
の
体
制
で
早
期
の
業
務
再
開
を
図
る
た
め
の
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
業
務
継
続
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
当
該
業
務
継
続
計
画
に
従
い
必
要

な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
訪
問
介
護
員
等
に
対
し
、
業
務
継
続
計
画
に
つ
い
て

周
知
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
研
修
及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
定
期
的
に
業
務
継
続
計
画
の
見
直
し
を
行
い
、
必
要

に
応
じ
て
業
務
継
続
計
画
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
衛
生
管
理
等
）

（
衛
生
管
理
等
）

第
三
十
三
条

１
・
２
略

第
三
十
三
条

１
・
２
略

３

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
感
染
症
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
、

次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ

レ
ビ
電
話
装
置
そ
の
他
の
情
報
通
信
機
器
（
以
下
「
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
」
と
い

う
。
）
を
活
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
お
お
む
ね
六
月
に

一
回
以
上
開
催
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
訪
問
介
護
員
等
に
周
知

徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

訪
問
介
護
員
等
に
対
し
、
感
染
症
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
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及
び
訓
練
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
三
十
四
条

１
略

第
三
十
四
条

略

２

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
当
該
指

定
訪
問
介
護
事
業
所
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲

覧
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
地
域
と
の
連
携
等
）

（
地
域
と
の
連
携
）

第
三
十
九
条

１
略

第
三
十
九
条

略

２

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
の
所
在
す
る
建
物
と
同
一
の

建
物
に
居
住
す
る
利
用
者
に
対
し
て
指
定
訪
問
介
護
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
当
該

建
物
に
居
住
す
る
利
用
者
以
外
の
者
に
対
し
て
も
指
定
訪
問
介
護
の
提
供
を
行
う
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
虐
待
の
防
止
）

第
四
十
条
の
二

指
定
訪
問
介
護
事
業
者
は
、
虐
待
の
発
生
又
は
そ
の
再
発
を
防
止
す

る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
（
テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
を
活

用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
）
を
定
期
的
に
開
催
す
る
と
と
も
に

、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
訪
問
介
護
員
等
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

訪
問
介
護
員
等
に
対
し
、
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す
る

こ
と
。

四

前
三
号
の
措
置
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
担
当
者
を
置
く
こ
と
。

（
運
営
規
程
）

（
運
営
規
程
）

第
五
十
七
条

指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
ご
と
に

第
五
十
七
条

指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
者
は
、
指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
ご
と
に

、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
係
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
章
に
お

、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
運
営
に
係
る
重
要
事
項
に
関
す
る
規
程
（
以
下
こ
の
章
に
お

い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
て
「
運
営
規
程
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
七
略

一
～
七
略

八

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項

九

略

八

略

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）
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福
祉
用
具
」
と
、
「
貸
与
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
」
と
、
第
二
百
五
十
七
条
第
四
号

中
「
利
用
料
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
費
用
の
額
」
と
、
第
二
百
五
十
八
条
第
一
項
及

び
第
二
百
五
十
九
条
中
「
福
祉
用
具
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
福
祉
用
具
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
四
章

雑
則

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
二
百
七
十
七
条

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に

当
た
る
者
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
条
例
の

規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本

そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載

さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
行
う
こ

と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
第
十
二
条
第
一
項
（
第
四
十
二
条

の
三
、
第
四
十
七
条
、
第
五
十
九
条
、
第
六
十
三
条
、
第
七
十
九
条
、
第
八
十
九
条

、
第
九
十
八
条
、
第
百
十
三
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
三
十
五
条
、
第
百
四
十
六
条

、
第
百
六
十
八
条
（
第
百
八
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百

八
十
一
条
の
三
、
第
百
八
十
八
条
、
第
二
百
四
条
（
第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
三
十
七
条
、
第
二
百
四
十
八
条
、
第
二
百
六
十
三

条
、
第
二
百
六
十
五
条
及
び
第
二
百
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
及
び
第
二
百
二
十
四
条
第
一
項
（
第
二
百
四
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
並
び
に
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え

て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知

覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子

計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

２

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
者
は
、

交
付
、
説
明
、
同
意
、
承
諾
、
締
結
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
（
以
下
「
交
付

等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
お
い
て
書
面
で
行
う
こ
と
が
規
定

さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
交
付
等
の
相
手
方
の
承
諾

を
得
て
、
書
面
に
代
え
て
、
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ

て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） か ら 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 こ の 条

例 に よ る 改 正 後 の 介 護 保 険 法 に 基 づ く 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 の 基 準 等 を

定 め る 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） 第 三 条 第 三 項 及 び 第 四 十 条 の 二 （ 新 条 例 第 四 十 二 条 の 三 、

第 四 十 七 条 、 第 五 十 九 条 、 第 六 十 三 条 、 第 七 十 九 条 、 第 八 十 九 条 、 第 九 十 八 条 、 第 百 十 三 条 、 第 百

十 五 条 、 第 百 三 十 五 条 、 第 百 四 十 六 条 、 第 百 六 十 八 条 （ 新 条 例 第 百 八 十 一 条 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） 、 第 百 八 十 一 条 の 三 、 第 百 八 十 八 条 、 第 二 百 四 条 （ 新 条 例 第 二 百 十 六 条 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 二 百 三 十 七 条 、 第 二 百 四 十 八 条 、 第 二 百 六 十 三 条 、 第 二 百 六 十 五 条 及 び 第 二

百 七 十 六 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 （ 研 修 の 実 施 に 係 る も の を 除 く 。 ） の 適 用 に つ

い て は 、 新 条 例 第 三 条 第 三 項 及 び 第 四 十 条 の 二 中 「 講 じ な け れ ば 」 と あ る の は 、 「 講 ず る よ う 努 め

な け れ ば 」 と し 、 新 条 例 第 三 十 条 （ 新 条 例 第 四 十 二 条 の 三 及 び 第 四 十 七 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 ） 、 第 五 十 七 条 （ 新 条 例 第 六 十 三 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 七 十 七 条 、 第 八 十

七 条 、 第 九 十 六 条 、 第 百 七 条 （ 新 条 例 第 百 十 五 条 及 び 第 百 三 十 五 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。

） 、 第 百 四 十 三 条 、 第 百 六 十 四 条 （ 新 条 例 第 百 八 十 一 条 の 三 及 び 第 百 八 十 八 条 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） 、 第 百 七 十 八 条 、 第 二 百 一 条 、 第 二 百 十 三 条 、 第 二 百 三 十 二 条 、 第 二 百 四 十 五 条 及 び

第 二 百 五 十 七 条 （ 新 条 例 第 二 百 六 十 五 条 及 び 第 二 百 七 十 六 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規

定 の 適 用 に つ い て は 、 新 条 例 第 三 十 条 、 第 五 十 七 条 、 第 七 十 七 条 、 第 八 十 七 条 、 第 九 十 六 条 、 第 百

七 条 、 第 百 四 十 三 条 、 第 百 六 十 四 条 、 第 百 七 十 八 条 、 第 二 百 一 条 、 第 二 百 十 三 条 、 第 二 百 三 十 二 条

、 第 二 百 四 十 五 条 及 び 第 二 百 五 十 七 条 中 「 次 に 」 と あ る の は 「 虐 待 の 防 止 の た め の 措 置 に 関 す る 事

項 に 関 す る 規 程 を 定 め て お く よ う 努 め る と と も に 、 次 に 」 と 、 「 重 要 事 項 」 と あ る の は 「 重 要 事 項

（ 虐 待 の 防 止 の た め の 措 置 に 関 す る 事 項 を 除 く 。 ） 」 と す る 。

３ 施 行 日 か ら 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 新 条 例 第 三 十 二 条 の 二 （ 新 条 例 第 四 十 二 条 の 三 、

第 四 十 七 条 、 第 五 十 九 条 、 第 六 十 三 条 、 第 七 十 九 条 、 第 八 十 九 条 、 第 九 十 八 条 、 第 百 十 三 条 、 第 百

十 五 条 、 第 百 三 十 五 条 、 第 百 四 十 六 条 、 第 百 六 十 八 条 （ 新 条 例 第 百 八 十 一 条 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） 、 第 百 八 十 一 条 の 三 、 第 百 八 十 八 条 、 第 二 百 四 条 （ 新 条 例 第 二 百 十 六 条 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 二 百 三 十 七 条 、 第 二 百 四 十 八 条 、 第 二 百 六 十 三 条 、 第 二 百 六 十 五 条 及 び 第 二

百 七 十 六 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 新 条 例 第 三 十 二 条 の 二 第 一

項 中 「 講 じ な け れ ば 」 と あ る の は 「 講 ず る よ う 努 め な け れ ば 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 実 施 し な け れ ば

」 と あ る の は 「 実 施 す る よ う 努 め な け れ ば 」 と 、 同 条 第 三 項 中 「 行 う 」 と あ る の は 「 行 う よ う 努 め

る 」 と す る 。

４ 施 行 日 か ら 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 新 条 例 第 三 十 三 条 第 三 項 （ 新 条 例 第 四 十 二 条 の 三

、 第 四 十 七 条 、 第 五 十 九 条 、 第 六 十 三 条 、 第 七 十 九 条 、 第 八 十 九 条 、 第 九 十 八 条 及 び 第 二 百 七 十 六
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条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 百 十 一 条 第 二 項 （ 新 条 例 第 百 十 五 条 、 第 百 三 十 五 条 、 第 百

六 十 八 条 （ 第 百 八 十 一 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 百 八 十 一 条 の 三 、 第 百 八 十 八 条 、 第

二 百 三 十 七 条 及 び 第 二 百 四 十 八 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 百 四 十 四 条 第 二 項 （ 第 二 百

四 条 （ 新 条 例 第 二 百 十 六 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 及 び

第 二 百 六 十 条 第 六 項 （ 新 条 例 第 二 百 六 十 五 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い

て は 、 新 条 例 第 三 十 三 条 第 三 項 、 第 百 十 一 条 第 二 項 、 第 百 四 十 四 条 第 二 項 及 び 第 二 百 六 十 条 第 六 項

中 「 講 じ な け れ ば 」 と あ る の は 、 「 講 ず る よ う 努 め な け れ ば 」 と す る 。

５ 施 行 日 か ら 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 新 条 例 第 五 十 七 条 の 二 第 三 項 （ 新 条 例 第 六 十 三 条

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 百 八 条 第 三 項 （ 新 条 例 第 百 十 五 条 、 第 百 三 十 五 条 、 第 百 四 十

六 条 、 第 百 六 十 八 条 、 第 百 八 十 一 条 の 三 、 第 百 八 十 八 条 及 び 第 二 百 四 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） 、 第 百 七 十 九 条 第 四 項 、 第 二 百 十 四 条 第 四 項 及 び 第 二 百 三 十 三 条 第 四 項 （ 新 条 例 第 二 百 四 十

八 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 新 条 例 第 五 十 七 条 の 二 第 三 項 、 第

百 八 条 第 三 項 、 第 百 七 十 九 条 第 四 項 、 第 二 百 十 四 条 第 四 項 及 び 第 二 百 三 十 三 条 第 四 項 中 「 講 じ な け

れ ば 」 と あ る の は 、 「 講 ず る よ う 努 め な け れ ば 」 と す る 。
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